
香川県における中小企業の労働事情
ー平成29年度中小企業労働事情実態調査報告書ー

香川県中小企業団体中央会



は じ め に

　日本経済は緩やかな回復基調が続いていますが、県内の中小企業において

は、未だに景気回復が実感できていない状況にあります。少子高齢化が進み、

働き手の確保が困難な業種が出てきている中で、高齢者や女性の活躍できる

職場づくり、若年労働者の離職率の高さ、長時間労働の削減など取り組むべ

き課題は数多くあります。

　このような情勢下、本会では昭和39年より政府指定事業の一環として、全国

規模で「中小企業労働事情実態調査」を実施してきました。本年度は従来の

調査項目に加えて、障害者の雇用状況等について調査し、調査結果の中から

いくつか要点を抽出して報告書を作成いたしました。

　本報告書が、県下中小企業の労働事情の実態の把握と現状に即した対応を

お考えいただく上で、多少なりとも参考になれば幸甚であります。

　最後に本調査の実施にあたりまして、格別のご協力をいただきました関係

組合及び調査対象事業所に対しまして厚くお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 平成29年12月

香川県中小企業団体中央会
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調査実施要領

１．調査の目的

　香川県内における中小企業の労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働対策の樹立並びに中央会労働

支援方針の策定に資することを目的として、毎年定期的に実施しているものである。

２．調査機関

　香川県中小企業団体中央会

３．調査実施方法

　会員組合への依頼による郵送調査

４．調査時点

　平成 29 年 7 月 1 日

５．調査対象事業所

   600 事業所（製造業・非製造業）

６．調査対象の選定

　県内の従業員規模 300 人以下の中小企業を任意抽出し一定業種に偏しないよう選定した。

７．調査の主な内容

     （１）経営状況に関する事項

     （２）労働時間に関する事項

     （３）有給休暇に関する事項

     （４）新規学卒者に関する事項

     （５）障害者雇用に関する事項

     （６）従業員の過不足状況に関する事項

     （７）賃金改定に関する事項
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回答事業所の概要

　平成29年度調査の回答事業所は、調査対象600事業所のうち、製造業170事業所、非製造業137事業所の

合計307事業所で、回答率は51.2％であった。（昨年度54.0％）

１． 回答事業所数　　  有効回答数　307事業所

　労働組合のある事業所は、21事業所あり、香川県内の組織率は6.8％であった（昨年度19事業所、

組織率5.9％）。

　労働組合の組織率を規模別にみると、「100～300人」が36.0％と最も高く、次いで「30～99人」が

12.3％となっている。

2．労働組合の有無

産業別構成比 規模別構成比

製造業
55.4%

労働組合の有無及び組織率

全  国

事業所数

19,023

307

99

118

65

25

1,295

21

3

1

8

9

17,728

286

96

117

57

16

6.8％

6.8％

3.0％

0.8％

12.3％

36.0％

労働組合の有無
組織率

あ　る な　い

香  川  県

1 ～ 9人

10 ～ 29人

30 ～ 99人

100 ～ 300人

規  

模  

別

1～9人
32.3%

10～29人
38.4%

30～99人
21.2 %

100～300人8.1％

非製造業
44.6%
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　香川県の回答事業所における常用労働者数は１０，４２２人で、男性７，１９３人（６９．０％）、女性
３，２２９人（３１．０％）の構成となっており、女性の構成比が全国平均（２９．８％）より１．２ポ
イント高い。
　業種別にみると、男性常用労働者比率は、製造業では「金属・同製品」（８９．７％）、「機械器具」（８
５ .１％）、「窯業・土石」（８４．４％）、非製造業では「運輸業」（８５．０％）、「建設業」（８４．３％）
の順で高い。
　一方、女性労働者比率が高いのは、製造業では「繊維工業」（５９．５％）、「食料品」（５６．４％）、非
製造業では「卸・小売業」（３７．６％）であり、製造業に従事する女性の割合は非製造業に比べて５．３
ポイント高い。

3．常用労働者数

　香川県内の女性常用労働者数をみると、「１～９人」が最も多く６４.８％、次いで「１０～２９人」

（１５.３％）、「３０～９９人」（１０.１％）と続く。

　また、１事業所あたりの人数は、１１．４人であった（全国平均１０.７人）。

　業種別にみると、製造業１２.３人に対して、非製造業１０.４人と、製造業が２.９ポイント高い結果と

なった。

4．女性常用労働者数

常用労働者数

男性 女性

（単位：%）

女性常用労働者数

全　国

香川県

製造業

非製造業

70.2

69.0

66.8

72.1

29.8

31.0

33.2

27.9

1～9人 64.8%

10～29人
15.3%

30～99人
10.1%

0人
9.1%

100～300人 0.7%
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　パートタイマー比率をみると、「０％」が４１.７％と

最も高く、次いで「１０～２０％未満」（１４.３％）、「１

０％未満」（１４.０％）と続き、比率２０％未満は全体の

７０.０％を占める結果となった。

　１事業所あたりの比率を規模別にみると、「１００～

３００人」の事業所で２０.５％と最も高かった。香川県

全体の平均は、１５.４％であった。

　１事業所あたりの比率を業種別にみると、製造業が

１５.５％、非製造業１５.３％で製造業が０.２ポイン

ト高い結果となった。

5．パートタイマー比率

（１） 経営状況

　県内中小企業の現在の経営状況は、「変わらない」が５８.８％を占め、以下「悪い」（３０.０％）、「良い」（１１.

２％）の順となっている。「良い」は昨年度より２.３ポイント低い結果となった。

　また、「悪い」は昨年度より０.５ポイント減少しており、経営状況にあまり変化は見られなかった。

　規模別にみると、「１００～３００人」の「良い」が１６.７％で、次いで「１０～２９人」が１４.７％という結果

となった。

1．経営状況

パートタイマー比率

調査結果の概要

0%
41.7%

10～20%
未満14.3%

20～30%
未満11.7%

10%未満
14.0%

70％以上 2.6%50～70%未満 8.8%

30～50%未満
6.9%

全  国

１事業所あ
たりの比率 0 %

15.1

15.4

15.9

13.6

16.3

20.5

15.5

15.3

42.5

41.7

54.3

44.1

30.4

12.0

41.8

41.6

17.4

14.0

0.0

15.8

23.2

32.0

15.3

12.4

12.1

14.3

9.8

15.0

15.9

24.0

14.1

14.6

8.7

11.7

16.3

9.2

10.1

12.0

10.6

13.1

8.7

6.9

4.3

7.5

11.6

0.0

7.6

5.9

6.7

8.8

12.0

6.7

7.3

12.0

6.5

11.7

3.9

2.6

3.3

1.7

1.5

8.0

4.1

0.7

10%未満 70%以上

（%）

（単位：%）
経営状況

53.5

40.8

5.7 8.8 12.3 14.5

16.8
13.5 11.2

46.1

43.1

52.0

35.7
30.9

22.9

54.6
60.3

56.0

30.5

58.8

30.0

10～20%
未満

20～30%
未満

30～50%
未満

50～70%
未満

製造業　計

非製造業　計

香  川  県

1 ～ 9人

10 ～ 29人

30 ～ 99人

100 ～ 300人

規 

模 

別

0

20

40

60

80

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

良い 悪い変わらない

パートタイマー比率
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（２）  主要事業の今後の方針

　現在行っている主要事業の今後の方針については、「現状維持」とする事業所が７０.３％と最も多い。次いで

「強化拡大」は２４.７％と昨年度より２.３ポイント減少した。

　製造業で「強化拡大」を考えている事業所は２７.９％、非製造業では２０.７％であった。一方、「縮小・廃止・

その他」では、製造業で４.２％、非製造業で６.０％となっている。

（単位：%）

主要事業の今後の方針

72.0

18.6

9.5

66.1 69.1 67.8 66.7 66.8
70.3

20.1
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5.0
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全国
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製造業

非製造業
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（３）  経営上の障害

　中小企業が直面している経営上の障害の今年の上位３位は、「人材不足（質の不足）」（５２.５％）、「労働力不足

（量の不足）」（３８.０％）、「販売不振・受注の減少」（３５.０％）で占められている。

　「労働力不足（量の不足）」は、３年連続で上昇しており、「同業他社との競争激化」は、昨年度より６.８ポイン

ト減少している。

（単位：%）

（単位：%）

人材不足（質の不足）

労働力不足（量の不足）

販売不振・受注の減少

同業他社との競争激化

人件費の増大

納期・単価等の取引条件の厳しさ

原材料・仕入品の高騰

主要事業の今後の方針

経営上の障害（3項目以内複数回答）

強化拡大 現状維持 縮小・廃止・その他

31.5 62.8 5.7

24.7 70.3 5.0

14.4 77.3 8.3

21.6 74.1 4.3

38.1 60.3 1.6

45.8 50.0 4.2

27.9 67.9 4.2

52.5
48.7
49.0

38.0

35.0
33.5
34.2

27.4
34.2

31.5

17.8
13.3

17.1

17.8
17.7

14.0

17.5
19.3

33.9

35.1
32.2

20.7 73.3 6.0

0 10 20 30 40 50 60

29年度 28年度 27年度

全国

香川県

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業
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（４）  経営上の強み

　自社の経営上の強みの今年の上位３位は、「製品の品質・精度の高さ」（２６.３％）、次いで「組織の機動力・柔

軟性」（２４.０％）、「顧客への納品・サービスの速さ」（２３.０％）で占められている。

　「製品・サービスの独自性」は、昨年度より４.２ポイント、一昨年度より２.１ポイントの減少となっており、

最もポイントの変動がみられた。

（１） 週所定労働時間

　週所定労働時間については、労働基準法で規定されている「週４０時間」以下を達成した事業所は８９.８％

で、昨年度と比べて３.５ポイントの増加であった。

　「週４０時間」を超える事業所は、業種別にみると、非製造業の未達成の割合が高く、また、規模別にみると、「１

～９人」の事業所で割合が高い。特例措置対象事業場を除く事業所においては、法定労働時間を守る必要がある。

特例措置対象事業場（週44時間）･･･常時使用する労働者（パート・アルバイト含む。）が１０人未満の

①商業 ②映画・演劇業 ③保健衛生業④接客娯楽業の事業所は適用することができます。

2．労働時間

24.5
26.2

24.0
22.2

24.5

23.0
25.2

24.1

21.7
22.9

21.7

21.3
25.5

23.4

（単位：%）

製品の品質・精度の高さ

組織の機動力・柔軟性

顧客への納品・サービスの速さ

技術力・製品開発力

製品・サービスの独自性

経営上の強み（3項目以内複数回答）

（単位：%）週所定労働時間

0 5 10 15 20 25 30

29年度 28年度 27年度

38時間以下 38時間超40時間未満 40時間 40時間超44時間以下

26.3

12.6 50.4 10.926.1

7.9 51.6

43.3

52.1

58.5

64.0

0.0
0.0

0.0

51.5

51.8

10.230.3

11.3 16.528.9

8.6 12.826.5

4.6 36.9

36.0

7.8 5.435.3

8.0 16.124.1

全国

香川県

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業

ワンポイントメモ
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（２） 月平均残業時間

　月平均残業時間は、「１０時間未満」（２５.９％）が最も多い。次いで「０時間」（２４.５％）、「１０～２０時間

未満」（２２.１％）と続く。

　従業員１人あたりの月平均残業時間は、１事業所あたり１２.３時間（昨年度１１.５時間）であった。

29年度 28年度 27年度

（１） 年次有給休暇の平均付与日数

　年次有給休暇の平均付与日数は「１５～２０日未満」（５１.３％）が最も多く、次いで「２０～２５日未満」

（１９.２％）、「１０～１５日未満」（１８.７％）と続く。

　年次有給休暇を１０日以上付与している事業所は、９１.３％となっている。

　香川県における平均付与日数は、１５.８日であった。

3．有給休暇

10日未満 8.7%25日以上 2.1%

10～15日
未満

18.7%

15～20日未満
51.3%

20～25日未満
19.2%

24.5
22.8

24.7
25.9

29.5

22.1
20.8

22.6

17.2

11.8

8.6
7.0

9.8

1.7 1.7 1.7

29.3

18.1
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　年次有給休暇の平均付与日数は「１５～２０日未満」（５１.３％）が最も多く、次いで「２０～２５日未満」

（１９.２％）、「１０～１５日未満」（１８.７％）と続く。

　年次有給休暇を１０日以上付与している事業所は、９１.３％となっている。

　香川県における平均付与日数は、１５.８日であった。

3．有給休暇

10日未満 8.7%25日以上 2.1%

10～15日
未満

18.7%

15～20日未満
51.3%

20～25日未満
19.2%

24.5
22.8

24.7
25.9

29.5

22.1
20.8

22.6

17.2

11.8

8.6
7.0

9.8

1.7 1.7 1.7

29.3

18.1

年次有給休暇･･･労働基準法により、雇入れの日から起算して６ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の

８割以上出勤した労働者（パートタイム含む。）に対し、１０日以上を付与することが定められている。

　ただし、週所定労働時間３０時間未満、かつ、週所定労働日数が４日以下のパートタイマーは、

通常の労働者と比較して比例付与となる。

年次有給休暇の平均取得日数

年次有給休暇の平均取得率

5 日未満
27.1%

10～20%未満 9.6%

20～30%未満 12.1%

30～50％未満
22.1%

50～70％未満
26.7%

5～10日未満
38.7%

10～15日未満
24.6%

（２） 年次有給休暇の平均取得日数

　年次有給休暇の平均取得日数は「５～１０日未満」（３８.７％）が最も多く、次いで「５日未満」（２７.１％）、

「１０～１５日未満」（２４.６％）と続く。

　平均取得日数が１０日未満の事業所は、６５.８％となっている。

　香川県における平均取得日数は、７.５日であった。

（３） 年次有給休暇の平均取得率

　年次有給休暇の平均取得率（有給休暇付与日数の内、有給休暇を取得した割合）は「５０～７０％」（２６.７％）

が最も多く、次いで「７０～１００％未満」（２４.１％）であった。

　「５０％未満」である事業所は、４９.２％であった。

　香川県における年次有給休暇平均取得率は、５０.６％であった。

20日以上 2.1%15～20日未満 7.5%

10%未満 5.4%

70～100%
24.1%

ワンポイントメモ
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　（１） 新規学卒者の採用計画

　平成３０年度の新規学卒者の採用計画について、「ある」と回答した事業所は２５.８％で、昨年度より０.７ポ

イント減少した。

　一方、採用計画が「ない」と回答した事業所は５１.３％と昨年度より３.６ポイント減少している。

　規模別に見ると、「１～９人」では「ある」と回答した企業の割合は７.３％にとどまっている。一方、「１００～

３００人」では６０.０％であった。従業員規模が大きくなるほど、新規採用計画のある割合が高く、新規学卒

者の採用に意欲的であることがうかがえる。

4．新規学卒者

0
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（単位：%）

（単位：%）

新規学卒者の採用計画

新規学卒者の採用計画
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計画あり

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

計画なし 未定
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51.3

19.4 19.3

18.3
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15.5
18.2

23.1

12.9

20.9
26.2

18.6

26.5 25.8

22.9

27.0

25.8

7.3 72.9 19.8

18.1 52.6 29.3

53.8 26.2 20.0

60.0 28.0 12.0

23.4 53.2 23.4

28.9 48.9 22.2

50.4

51.3 22.9

22.6
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　（２） 新規学卒者の初任給

　平成２９年３月卒業の新規学卒者に対して、平成２９年６月に支給した１人当たりの平均所定賃金（税込額）

の調査結果は次のとおりである

単位：円　※（ 　）内の数字は、対前年比

高校卒

専門学校卒

短大卒

（含高専）

大学卒

技術系

事務系

技術系

事務系

技術系

事務系

技術系

事務系

製造業

非製造業

製造業

非製造業

製造業

非製造業

製造業

非製造業

製造業

非製造業

製造業

非製造業

製造業

非製造業

製造業

非製造業

初任給 香川県

164,340
（1,160）

165,347
（▲ 1,185）

162,402
（2,099）

155,390
（8,750）

156,612
（1,004）

179,919
（7,459）

176,028
（2,845）

191,250
（34,250）

171,125
（4,294）

161,917
（▲5,833）

175,323
（14）

207,250
（　　-　　）

171,517
（▲879）

201,391
（7,925）

199,399
（2,384）

192,971
（2,871）

195,292
（▲1,046）

167,447
（▲ 3,874）

151,868
（6,868）

173,000
（25,267）

171,275
（▲1,215）

185,681
（13,281）

-
（　　-　　）

191,250
（33,550）

161,917
（▲8,083）

-
（　　-　　）

200,712
（9,424）

189,600
（24）

202,943
（2,943）

193,490
（1,907）

249,000
（　　-　　）

165,500
（　　-　　）

全　国
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14 
 

 

初任給（高校卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

1,742 162,176 100.0 473 156,612 100.0 3,457 162,402 100.0 874 156,612 100.0

40 166,629 102.7 5 157,318 100.5 74 165,347 101.8 6 155,390 99.2

　１～９人 4 187,570 114.7 4 187,570 114.6

　　１～４人

 　　５～９人 4 187,570 113.8 4 187,570 113.8

　１０～２９人 10 172,616 105.3 1 173,000 112.4 10 172,616 105.7 1 173,000 112.0

　　　１０～２０人　　　　　 6 159,189 97.9 1 173,000 112.5 6 159,189 98.4 1 173,000 110.8

　　　２１～２９人　　　　　 4 192,757 116.6 4 192,757 116.8

　３０～９９人 15 161,988 99.6 1 156,099 99.5 25 162,371 99.4 1 156,099 100.0

　１００～３００人 11 159,899 99.6 3 152,497 96.9 35 162,857 101.0 4 150,811 95.8

22 162,743 101.5 4 153,398 97.9 50 164,340 102.4 5 151,868 96.8

3 156,064 101.9 2 150,925 100.6 5 158,127 103.0 3 149,200 97.7

5.29005,73120.29005,7312

2.79000,65153.79005,7512

8.59006,45152.69000,3512

7.79067,06135.89067,0613

6 181,040 110.2 1 166,742 103.9 17 174,203 105.2 1 166,742 104.3

4 161,906 99.9 1 145,000 92.4 13 165,740 102.5 1 145,000 92.6

18 171,379 103.6 1 173,000 110.5 24 167,447 100.7 1 173,000 110.8

6.59009,35124.69009,3511

9 176,754 105.5 1 173,000 111.1 10 175,079 103.8 1 173,000 111.5

4.201046,96195.301548,0718

7.101000,37117.99000,3711

6.331920,42211.331920,4221

2.501000,07155.501000,0714

8.101052,36143.001000,1613

7.021000,79117.121000,7911

6.69095,85172.101330,5614

4.79095,85179.001330,5614

　情報通信業

非製造業　計

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　

　

 

 

規

模

別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

均平重加均平純単

系務事系術技系務事系術技

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　設備工事業

　　対個人サービス業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業

　　対事業所サービス業
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初任給（専門学校卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

498 175,035 100.0 131 170,515 100.0 796 176,028 100.0 179 171,125 100.0

7 179,455 102.5 2 182,500 107.0 10 179,919 102.2 4 191,250 111.8

　１～９人

　　１～４人

 　　５～９人

　１０～２９人 1 185,000 104.4 2 182,500 104.5 2 185,000 103.4 4 191,250 107.1

　　　１０～２０人　　　　　 1 200,000 112.0 3 200,000 108.3

　　　２１～２９人　　　　　 1 185,000 107.9 1 165,000 95.3 2 185,000 105.9 1 165,000 93.9

　３０～９９人 4 183,022 104.8 6 181,681 103.9

　１００～３００人 2 169,550 97.0 2 169,550 96.0

3 167,367 96.7 4 171,275 98.6

1 183,000 110.7 2 183,000 109.3

1 150,000 90.6 1 150,000 90.2

1 169,100 96.8 1 169,100 97.2

4 188,522 106.7 2 182,500 108.8 6 185,681 104.6 4 191,250

4 188,522 105.1 1 165,000 96.7 6 185,681 103.0 1 165,000

4 188,522 104.3 1 165,000 99.6 6 185,681 101.8 1 165,000

1 200,000 116.3 3 200,000

1 200,000 114.8 3 200,000

非製造業　計

　　対個人サービス業

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　

　

 

 

規

模

別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

　情報通信業

均平重加均平純単

技術系 事務系 技術系 事務系

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　対事業所サービス業

　　設備工事業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業
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16 
 

 

初任給（短大・高専卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

192 175,594 100.0 115 172,083 100.0 247 175,323 100.0 144 171,517 100.0

3 161,917 92.2 2 207,250 120.4 3 161,917 92.4 2 207,250 120.8

　１～９人

　　１～４人

 　　５～９人

　１０～２９人 1 150,000 84.0 1 249,000 135.2 1 150,000 82.7 1 249,000 133.0

　　　１０～２０人　　　　　

　　　２１～２９人　　　　　 1 150,000 83.0 1 249,000 133.9 1 150,000 82.3 1 249,000 133.4

　３０～９９人 1 180,000 103.5 1 165,500 96.2 1 180,000 104.0 1 165,500 97.6

　１００～３００人 1 155,750 88.4 1 155,750 88.8

3 161,917 92.7 1 249,000 143.0 3 161,917 92.5 1 249,000 142.6

1 155,750 91.2 1 155,750 91.9

1 180,000 108.0 1 180,000 107.8

1 150,000 90.0 1 150,000 90.0

1 249,000 135.0 1 249,000 137.0

1 165,500 97.0 1 165,500 97.8

1 165,500 100.2 1 165,500 101.6

1 165,500 101.2 1 165,500 104.6

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　対事業所サービス業

　　設備工事業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業

均平重加均平純単

系務事系術技系務事系術技

非製造業　計

　　対個人サービス業

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　

　

 

 

規

模

別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

　情報通信業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 16 ―



17 
 

 

初任給（大学卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

794 196,689 100.0 617 191,820 100.0 1,625 199,399 100.0 1,283 195,292 100.0

12 195,982 99.6 9 192,663 100.4 23 201,391 101.0 15 192,971 98.8

　１～９人

　　１～４人

 　　５～９人

　１０～２９人 3 205,333 104.6 1 190,000 100.5 4 207,750 105.6 1 190,000 101.0

　　　１０～２０人　　　　　 1 200,000 101.3 1 200,000 103.0

　　　２１～２９人　　　　　 2 208,000 106.6 1 190,000 101.6 3 210,333 105.5 1 190,000 102.9

　３０～９９人 4 190,079 97.0 2 182,500 95.4 5 197,563 100.1 2 182,500 94.6

　１００～３００人 5 195,094 98.7 6 196,495 101.7 14 200,942 99.9 12 194,964 98.7

6 193,114 98.6 8 193,046 100.1 16 200,712 101.6 13 193,490 98.7

2 168,908 88.8 1 180,000 95.0 2 168,908 88.0 1 180,000 96.1

1 200,000 103.8 2 200,000 101.9

2 190,000 99.2 3 191,667 98.3

1 215,000 108.5 1 190,000 95.8 2 215,000 107.1 1 190,000 96.1

2 202,935 102.9 2 203,185 104.2 9 204,843 103.6 3 202,123 103.3

1 200,000 100.9 1 188,000 96.8 3 200,000 100.2 3 188,000 92.7

6 198,850 100.5 1 189,600 99.4 7 202,943 100.9 2 189,600 97.4

1 189,600 99.8 1 189,600 102.0 1 189,600 99.8 2 189,600 97.4

3 200,833 100.9 4 207,500 102.3

3 200,833 100.8 4 207,500 101.8

2 200,500 101.0 2 200,500 97.8

2 200,500 98.3 2 200,500 91.0

非製造業　計

　　対個人サービス業

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　
　

 

 

規

模
別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

　情報通信業

均平重加均平純単

系務事系術技系務事系術技

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　対事業所サービス業

　　設備工事業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業

 
 
 
（注） 
新規学卒者の初任給は、採用した人数及び１人あたり平均初任給額の双方に回答した事業所を集計対象とし、

単純平均（１事業所あたり）及び加重平均（採用者１人あたり）の両方を示しています。 
 単純平均は、事業所ごとの１人あたり平均初任給額を足しあげ、事業所数で除した数値です。 
 加重平均は、各事業所の１人あたり平均初任給額に採用した人数を乗じて得た数の総和を採用した人数の総和

で除した数です。 
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（１） 障害者の雇用状況

　障害者を雇用していると回答した事業所は２６.０％（全国平均２０.８％）であった。

（２） 障害者雇用の内訳

　障害者を雇用していると回答した事業所に対し、障害者の人数及び障害の種類について回答を求めたと

ころ、「身体障害者」が６１.２％と最も多く、次いで「知的障害者」が３４.９％であった。

（３） 障害者の新規雇用予定

　障害者を雇用していないと回答した事業所に対し、今後、障害者の新規雇用予定について回答を求めたとこ

ろ、「予定なし」が８１.５％であった。

5． 障害者雇用

雇用している
26.0%

雇用していない
74.0%

その他 0.8%精神障害者 3.1%

身体障害者
61.2%

知的障害者
34.9%

障害者雇用の有無

障害者雇用の内訳

障害者雇用予定
予定あり 1.2%

検討中
17.3%

予定なし
81.5％
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（１） 障害者の雇用状況

　障害者を雇用していると回答した事業所は２６.０％（全国平均２０.８％）であった。

（２） 障害者雇用の内訳

　障害者を雇用していると回答した事業所に対し、障害者の人数及び障害の種類について回答を求めたと

ころ、「身体障害者」が６１.２％と最も多く、次いで「知的障害者」が３４.９％であった。

（３） 障害者の新規雇用予定

　障害者を雇用していないと回答した事業所に対し、今後、障害者の新規雇用予定について回答を求めたとこ

ろ、「予定なし」が８１.５％であった。

5． 障害者雇用

雇用している
26.0%

雇用していない
74.0%

その他 0.8%精神障害者 3.1%

身体障害者
61.2%

知的障害者
34.9%

障害者雇用の有無

障害者雇用の内訳

障害者雇用予定
予定あり 1.2%

検討中
17.3%

予定なし
81.5％

（１） 従業員の過不足状況

　従業員の過不足状況について、「職種・部門によって不足している」、「全体的に不足している」と回答した事業

所は５８.２％で、全国平均の５７.１％と比べ１.１％上回っている。

（２） 不足している職種・部門

　「職種・部門によって不足している」、「全体的に不足している」と回答した事業所に対し、どのような職種・部

門の従業員が特に不足しているか回答を求めたところ、「現業・生産」５７.６％が最も高く、次いで「営業」２４.

９％、「生産管理・生産技術」１９.２％であった。

6． 従業員の過不足状況

（単位：%）

全　国

香川県

製造業

非製造業

全体的に過剰 職種・部門によって過剰 適正 職種・部門によって不足 全体的に不足

（単位：%）

現業・生産
59.5
57.6

69.0
47.3

27.9
24.9

20.2
29.0

20.0
19.2

23.8
15.1

12.1
14.7

11.9
17.2

6.1
8.5
7.1

10.1
6.2

11.9
1.1

9.7

営業

生産管理・生産技術

総務・人事・労務

販売・サービス

研究開発・設計

不足職種・部門（3項目以内複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

従業員の過不足状況

37.2 40.3 16.8

36.5 40.1 18.1

13.8

23.4

1.52.9

5.40.6

3.61.7

4.11.6

44.527.7

36.543.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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（３） 不足している理由

　従業員が不足している理由については、「求める人材が来ない」が６２.５％と最も高く、次いで「新規採用が

困難になった」３５.２％、「若手従業員が定着しない」３２.４％であった。

（単位：%）

求める人材が来ない
60.2
62.5

67.5
58.1

32.0
35.2

30.1
39.8

32.9
32.4
32.5
32.3

22.6
16.5
18.1

15.1

13.9
15.9
18.1

16.6
10.2
9.6
10.8

14.0

新規採用が困難になった

若手従業員が定着しない

定年退職者が多い

人材育成が十分にできない

これまでの事業の業務量が
増大したため

不足理由（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

（４） 不足への対応

　従業員が不足している理由については、「経験者の中途採用」が６９.５％と最も高く、次いで「継続雇用者の

活用」３９.５％、「新規学卒者の採用」２８.８％であった。

（単位：%）

経験者の中途採用

66.3
69.5
71.4

67.7

32.6
39.5
41.7

37.6

34.8
28.8

25.0
32.3

19.6
26.0
23.8
28.0

17.5
16.4

22.6

26.6
15.3

10.7
19.4

10.8

継続雇用者の活用

新規学卒者の採用

社内の配置転換

パートタイム労働者の活用

従業員の教育訓練

不足への対応（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業
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（３） 不足している理由

　従業員が不足している理由については、「求める人材が来ない」が６２.５％と最も高く、次いで「新規採用が

困難になった」３５.２％、「若手従業員が定着しない」３２.４％であった。

（単位：%）

求める人材が来ない
60.2
62.5

67.5
58.1

32.0
35.2

30.1
39.8

32.9
32.4
32.5
32.3

22.6
16.5
18.1

15.1

13.9
15.9
18.1

16.6
10.2
9.6
10.8

14.0

新規採用が困難になった

若手従業員が定着しない

定年退職者が多い

人材育成が十分にできない

これまでの事業の業務量が
増大したため

不足理由（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

（４） 不足への対応

　従業員が不足している理由については、「経験者の中途採用」が６９.５％と最も高く、次いで「継続雇用者の

活用」３９.５％、「新規学卒者の採用」２８.８％であった。

（単位：%）

経験者の中途採用

66.3
69.5
71.4

67.7

32.6
39.5
41.7

37.6

34.8
28.8

25.0
32.3

19.6
26.0
23.8
28.0

17.5
16.4

22.6

26.6
15.3

10.7
19.4

10.8

継続雇用者の活用

新規学卒者の採用

社内の配置転換

パートタイム労働者の活用

従業員の教育訓練

不足への対応（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

引上げた 7月以降引き上げる予定 今年は実施しない（凍結）

引き下げた・7月以降引き下げる予定 未定

（単位：%）

（単位：%）

賃金改定実施状況

平均昇給額・昇給率

全国

香川県

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業

30.2 34.48.3 27.1

45.7 12.1 20.7 19.8

42.2 20.321.9 14.0

75.0 12.5 12.5

42.3 11.3 21.423.2

42.4 15.2 18.923.5

42.4 13.0 23.3 20.3

46.6 11.1 16.9 24.41.0

1.0

0

1.7

1.6

1.8

0

0

（１）賃金改定実施状況

　平成２９年１月１日から７月１日までの間の賃金改定実施状況について、「引上げた」、「７月以降引上げる予

定」は、合わせて５５.４％であり、昨年度（５２.９％）より２.５ポイント増加した。また、「引下げた・７月以

降引下げる予定」は合わせて１.０％であり、昨年度（１.９％）より０.９ポイント減少した。

　規模別にみると、「１００～３００人」の事業所で７５.０％が、「引上げた」と回答したのに対し、「１～９人」

では３０.２％で、その差４４.８ポイントであり、規模による格差が見受けられる結果となった。

　また、業種別では、製造業では「引上げた」が、４２.３％、非製造業では４２.４％であった。

（２） 平均昇給額・昇給率

　平成２９年１月から７月までの間に、常用労働者に定期昇給・ベースアップを実施した１２７事業所の平均昇給額・

昇給率を見ると、単純平均の平均昇給額が７,０７５円（対昨年度比プラス２８０円）、平均昇給率は２.８８％（対昨年

度比プラス０.０８ポイント）となっている。

7． 賃金改定

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

（円）

3.5

1.89

23年度 24年度 25年度

昇給率 昇給額

26年度 27年度 28年度 29年度

2.26

¥4,571

¥5,305

¥7,869

¥8,059

¥6,922 ¥6,795

¥7,075

3.24 3.27

2.85 2.80 2.88
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（３） 賃金改定の内容

　賃金改定の内容は、「定期昇給」が５７.０％で最も高く、次いで「基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業

所）」が３７.３％、「ベースアップ」が１２.７％であった。

（４）賃金改定の決定要素

　賃金改定の決定要素は、「企業の業績」が６１.８％と最も高く、次いで「労働力の確保・定着」が５３.３％、「世間相

場」２２.４％、「労使関係の安定」、「前年度の改定実績」２１.１％の順であった。

賃金改定の内容（複数回答）

賃金改定の決定要素（複数回答）

定
期
昇
給

諸
手
当
の
改
定

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

基
本
給
の
引
上
げ

（
定
期
昇
給
制
度
の

　な
い
事
業
所
）

臨
時
給
与
（
夏
季
・

年
末
賞
与
な
ど
）
の

引
上
げ

0

10

20

30

40

50

60

（単位：%）

（単位：%）

57.0

37.3

12.7 11.3
9.2

61.8

53.3

22.4 21.1 21.1

7.9
3.9 2.6 1.3 1.3

3.9

企
業
の
業
績

労
働
力
の
確
保
・
定
着

世
間
相
場

労
使
関
係
の
安
定

前
年
度
の
改
定
実
績

物
価
の
動
向

賃
上
げ
ム
ー
ド

親
会
社
又
は
関
連
会
社
の

改
定
の
動
向

重
視
し
た
要
素
は
な
い

消
費
税
増
税

そ
の
他

0

10

20

30

40

50

60

70
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（３） 賃金改定の内容

　賃金改定の内容は、「定期昇給」が５７.０％で最も高く、次いで「基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業

所）」が３７.３％、「ベースアップ」が１２.７％であった。

（４）賃金改定の決定要素

　賃金改定の決定要素は、「企業の業績」が６１.８％と最も高く、次いで「労働力の確保・定着」が５３.３％、「世間相

場」２２.４％、「労使関係の安定」、「前年度の改定実績」２１.１％の順であった。

賃金改定の内容（複数回答）

賃金改定の決定要素（複数回答）

定
期
昇
給

諸
手
当
の
改
定

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

基
本
給
の
引
上
げ

（
定
期
昇
給
制
度
の

　な
い
事
業
所
）

臨
時
給
与
（
夏
季
・

年
末
賞
与
な
ど
）
の

引
上
げ
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3.9

企
業
の
業
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労
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の
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保
・
定
着

世
間
相
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労
使
関
係
の
安
定

前
年
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の
改
定
実
績

物
価
の
動
向

賃
上
げ
ム
ー
ド

親
会
社
又
は
関
連
会
社
の

改
定
の
動
向

重
視
し
た
要
素
は
な
い

消
費
税
増
税

そ
の
他
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